
市有財産（旧千屋歯科診療所用地）一般競争入札 入札条件 

 

入 札 物 件 市有財産（旧千屋歯科診療所用地） 

最低売払い価格 ￥４５５，１００円 

 

 入札は、次により行います。なお、本書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治

法施行令及び新見市契約規則の定めによって処理します。 

 

 （入札の代理） 

第１ 代理人をもって入札に参加しようとするときは、入札前に必ず委任状を提出して

ください。なお、代理人は２人以上の入札者を代理することは出来ません。また、入

札者は、他の入札者の代理人となることはできません。 

 （入札保証金） 

第２ 入札者は、受付時に入札保証金として、入札しようとする金額の１００分の５以

上に相当する金額を現金又は銀行振出小切手により納付してください。  

２ 入札保証金は、落札者を除き、保証金納付時に交付した仮領収書と引き換えに、入

札終了後速やかに返還します。 

３ 落札者の入札保証金は、契約締結時に必要な契約保証金の一部に充当します。 

（入札書の様式及び記入方法） 

第３ 入札者は、受付時に市が交付する所定の入札書を使用してください。 

２ 入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあってはその名称及び代表者氏名）を記

入の上（代理人の場合はこの下に代理人の住所氏名を併記の上）押印（代理人による

場合は代理人の印）するものとし、入札金額の記載は、算用数字を使い最初の数字の

前に「￥」を記入してください。記入にあたっては、万年筆又はボールペンを使用し

てください。 

３ 入札書の文字の訂正、抹消の箇所には押印してください。ただし金額の訂正はでき

ません。 

（入札の拒否及び退場命令） 

第４ 入札者又は代理人が次の一に該当するときは、入札を拒否し退場を命じます。 

（１） 談合をなし、又はなしたと認める場合 

（２） その他不適当な事実があった場合 

（提出済みの入札書） 

第５ 提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回を行うことはできません。 

（入札の無効） 

第６ 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

（１） 入札の参加することができない者がした入札 

（２） 第４に該当する者がした入札 

（３） 入札保証金を納付しない者、又はその金額に不足した者がした入札 

（４） 代理人による入札の場合において委任状を提出しない者がした入札 



（５） 入札条件書に記名押印のない者がした入札 

（６） 文字の訂正に訂正印がなく、又は入札書の金額、氏名、印影及び重要な文字が

誤脱し、又は不明である入札 

（７） 同一の入札について、同時に２以上の入札をした者の入札 

（８） ２人以上の入札者を代理した者がした入札 

（開札） 

第７ 開札は、入札者又は代理人の面前で直ちに行います。この場合、入札者または代

理人が開札時に立会していなかったことを理由に異議の申し立てをすることはできま

せん。 

（落札者の決定） 

第８ 入札は、予定価格以上の最高金額の者をもって落札者とします。ただし、落札者

となる同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しま

す。 

（再度入札） 

第９ 開札の結果、予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度入札を行います。 

 ただし、入札執行者が必要と認めたときは、入札を中止することがあります。 

（落札の取り消し） 

第１０ 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消します。 

（１） 落札者が指定期間内に契約を締結しないとき。 

（２） 落札後、入札参加資格に欠け又は欠けたことを発見したとき。 

（３） 落札後、第６に該当する入札であったことを発見したとき。 

（入札保証金の市への帰属） 

第１１ 入札保証金は次の各号の一に該当するときは、市に帰属します。 

（１） 落札者が落札を辞したとき。 

（２） 第１０により落札を取り消したとき。 

（契約の締結及び契約保証金の納付） 

第１２ 落札者は、落札決定の日から１４日以内に契約を締結しなければなりません。 

契約を締結しない場合は、第１０及び第１１に定めるところにより落札は無効となり、

入札保証金は市に帰属します。  

２ 契約締結の際、契約保証金として、契約金額の１００分の１０に相当する額を現金

により納付してください。なお、第２の３に定めるところにより入札保証金をこの契

約保証金の一部に充当します。 

３ 契約は、所定の契約書を作成し、市、落札者双方が記名押印したときに成立します。 

４ 落札者以外の名義人とは、契約を締結しません。 

（売買代金の納入） 

第１３ 売買代金（契約保証金を差し引いた残額）は、契約締結時から３０日以内に納

付してください。 

２ 納入期限までに売買代金が完納されないときは、契約を解除します。この場合契約

保証金は市に帰属します。ただし、市が特に認めた場合は所定の遅延料を付加して納

入期限を延長することがあります。 



（登記手続） 

第１４ 所有権の登記手続は、売買代金完納後、市が行います。ただし、この登記に必

要な登録免許税は買受人の負担となります。 


